
 

 

 

 

東京都市計画防災街区整備方針の変更について（東京都決定） 

 

１ 改定の背景 

区の上位計画である防災街区整備方針、都市再開発の方針及び住宅市街地の

開発整備方針のいわゆる都市再開発等３方針については、社会経済事情の変化

や都市計画基礎調査の結果等を踏まえ、東京都が概ね５年ごとに改定してい

る。 

今回、東京都は防災都市づくり推進計画との整合を図るとともに、防災街区

の整備に資する事業・制度等の実施状況を都市計画に反映するため、都市計画

変更するものである。 

 

２ 方針の概要 

 本方針は、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画的な再開発

又は開発整備により、延焼防止機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健

全な利用が図られる防災街区の整備を促進し、安全で安心して住め、かつ魅力

的な街並みの住宅市街地への再生を図るために策定するものである。 

 

３ 中野区に関する変更箇所 

 新規指定及び変更ともに該当なし（文言等の軽微な変更のみ）。 

 

４ 今後の予定 

令和４年４月  都市計画法第１８条の意見照会に対する区の回答 

     ５月  第２３７回東京都都市計画審議会付議（東京都） 

     ６月  都市計画決定・告示（東京都） 

 

令和４年（２０２２年）４月２０日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 課 
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